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第１章 人権とくらしに関する総合計画の概要 

 

 

 

 

 

 

１ 計画策定の背景 

 

２１世紀を、真の「人権の世紀」にするため、そして千曲市のめざすべき、だれもが「あ

らゆる差別のない明るく住みよい千曲市」構築に向け、人権行政を一層推進していく必要が

あります。 

市では、今後の人権行政を差別撤廃人権擁護条例に掲げられた「あらゆる差別のない明る

い千曲市の実現に寄与することを目的とし、総合的かつ計画的に推進」するため、「第３次人

権とくらしに関する総合計画」を策定しました。 

 

２ 計画の意義 

 

（１） 人権行政の基本姿勢 

市では、「千曲市総合計画」の中で「安心して子育てができ、のびやかに育ち学べるま

ち－人を大切にし、差別のないまちをつくる」をまちづくりの基本目標の一つに掲げ、す

べての人が住み慣れた地域において安心していきいきと暮らし、すべての人の尊厳や人権

が守られ、個性や価値観を認め合うことができることを目標としています。 

また、行政運営にあたっては、下記の項目を重点指針としています。 

 

① 人権政策の推進 

・人権とくらしに関する総合計画の策定 

・人権に関する情報提供の充実と相談体制の整備 

 

② 人権・平和教育の推進 

・人権教育研修会の充実 

・人権教育集会所の活用 

・学校と地域・家庭連携の人権教育の推進 

・企業人権教育の推進 

 

③ 人権擁護の推進 

・人権侵犯救済・支援体制の推進 

 

④ 相談窓口の充実 

・相談事業の周知 

 安心して子育てができ、のびやかに育ち学べるまち 
人を大切にし、差別のないまちをつくる 

人権行政の基本姿勢 
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（２） 計画の推進 

人権施策の推進にあたっては、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」や「長野県人

権教育・啓発推進指針」を踏まえ、同和問題をはじめとする様々な差別撤廃と人権の確立・

尊重という多種多様な問題に対応するため、総合的調整機能を果たし推進体制の充実を図

っていきます。 

 

人権教育・啓発活動の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 計画期間 

本計画の期間は令和元年度から令和５年度までの５年間とします。なお、社会情勢や地

域社会の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを行なうものとします。 

 

 

 

市 民 
 

区長・自治会長 

人権教育推進員(７１地区より選出) 

人権擁護委員（市内１０名） 

部落解放同盟千曲市協議会 

他関係諸団体 

事業者 

 
企業人権教育推進連絡会 

市内企業８３団体 

※ほか市内事業所 ２,６９２ 

（千曲市統計書２０２２版より） 

市   

 
庁内推進組織 

行政 

教育機関 

公民館 

 

幼稚園 

保育園 

小学校 

中学校 

高 校 支援 

連携 

支援 

連携 

支援 

連携 
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３ 計画の進行管理 

 

人権とくらしに関する総合計画を単なる計画に終わらせないためには、推進体制を確立し、

市民や事業者に情報公開をしていくことが不可欠です。 

人権施策の着実な推進を図るため、「千曲市差別撤廃人権擁護審議会」において、毎年事業

の推進状況（年次報告書）を検証するものとします。 

また、審議会は、必要に応じて市長に意見を具申し、市長はこれに基づいて必要な措置を

講じるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

人権関係諸団体（市民） 

企業人権教育推進連絡会（事業者） 

行政・教育機関 

作成 

人権白書（年次報告書） 

審議会 

市 長 

市 民 
事業者など 

次
年
度
以
降
の
計
画
実
行
に
反
映 

「
総
合
計
画
目
標
」
の
実
現 

報告 
意見 

依頼 

報告 

公表 
意見 
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第２章 分野別人権問題 

 

１ 同和問題 

 

市では、部落差別の解消に向け、同和問題の歴史的経緯を正しく理解するとともに、差別

の現状について認識を深め、部落差別のない社会を実現するため、家庭、学校、地域、企業等

で人権同和教育と啓発活動等の充実、強化をしています。 

令和４年度は、９～１０月にかけて「人権に関する市民意識調査」を実施しました。 

調査の結果をみると、市民の同和問題をはじめとする人権問題への意識の向上が見受けら

れるとともに、同和問題の解消には学校教育・社会教育が重要な役割を帯びていることや、

教育・啓発活動の必要性を市民が意識しており行政として教育・啓発を継続していくことが

重要であることが改めて認識されました。 

この調査結果は、令和６年度からの「第４次千曲市人権とくらしに関する総合計画」を策

定するうえで、人権施策を推進していくための基礎資料として活用していきます。 

人権ふれあいセンターでは、令和４年１１月１８日（金）に同和問題をテーマとしたふれ

あいセミナーを、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から規模を縮小して開催し、２

３名の市民が参加しました。 

セミナーでは、前長野県同和教育推進協

議会長・前大鹿中学校長の永池隆さんを講

師に迎え「人権教育は楽しくてしょうがな

い!? ～人権教育で大切にしたいこと～」

と題してご講演いただきました。昔からの

習わしや周囲との同調により、無意識に日

常生活の中で差別をしてしまっている自

分に気付くことや、差別に気付いていない

自分に気付くことを意識し、自分自身も差

別の当事者であるという自覚を持ち続け

ることが大切であると学びました。 

 

令和４年１１月２２日（火）戸倉人権はつらつセンターで、部落解放同盟千曲市協議会役

員と市人権・男女共同参画課により「部落解放・人権政策確立に向けた懇談会」を開催しま

した。同和問題の現状を共有し、問題解決に向けた意見交換等を行いました。また、部落解

放同盟長野県連合会からの「２０２２部落解放・人権政策確立要求長野県内行動【統一要求

書】の提出があり、後日、市としての回答を行いました。 

毎年２～３月頃に開催している「千曲市人権のまちづくりに向けた学習会」は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりましたが、部落解放同盟千曲市協議会から

「人権のまちづくりに向けて～部落差別の今～」の資料冊子を提供いただき、関係者等へ配

布しました。 

 

 

 

▲第３回ふれあいセミナー 
（人権ふれあいセンター） 

 

 



5 

２ 障がいのある人の人権に関する問題 

 

障がいの有無に関わらず、住み慣れた地域でお互いが尊重し合い、地域で共に生きる社会

の実現に向けて、市では「障害者基本法」、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支

援等に関する法律（障害者虐待防止法）」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）」等に基づき、各種事業を進めています。 

 

啓発活動 

障がいのある人への理解を深めてもらう等の目的で定められている「障害者週間（毎年

１２月３日～９日）」や、自閉症をはじめとする発達障害への理解促進の取り組みとして

「発達障害啓発週間（毎年４月２日～８日）」が定められており、それぞれの目的に合わせ

て市民への理解促進等を図るため、市報等を通じて啓発活動を実施しました。 

 

千曲市成年後見制度普及啓発等推進事業 

 市では「成年後見制度」の普及や啓発、制度の利用促進を目指しています。そして、千

曲市社会福祉協議会に委託し、千曲市成年後見支援センターを設置しています。センター

では、制度の説明、解決へ向けた提案、後見等申し立てにあたっての相談支援等を行って

います。令和４年度の相談対応件数は延べ１,１４８件（うち、障がい者４０７件）でした。 

 

公共施設等の整備 

 千曲市障害者計画に「障がい者に配慮した公共施設の整備」について施策の方向性を示

し、関係各部署においてそれぞれの分野での取り組みに努めています。 

 

福祉就労の場の確保 

 令和５年３月３１日現在、就労系障害福祉サービスの提供事業所は１４か所となってい

ます。地域内の各種サービスの提供体制の確保については、「千曲・坂城地域自立支援協議

会」において関係者間の連携を図りながら検討を進めています。 

 

障がい者の虐待防止 

 障害者虐待防止法に基づき、「障がい者虐待防止センター」を市福祉課に設置していま

す。ホームページ等を活用して啓発活動を行うとともに、虐待発生にあたっては初期相談

対応から確認調査などの対応を行っています。また、調査後については、その事案ごとに

制度等の活用やモニタリング・評価を実施するなどの対応にあたっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

３ 子どもの人権に関する問題 

 

子どもの人権については、いじめや虐待・体罰、身体的・精神的な危害や子どもの主体性

を抑えてしまう過度な保護や管理、インターネットなどでの情報の氾濫等、健全な育成を妨

げる環境が子どもを取り巻いています。 

市の家庭児童相談室では家庭相談員２名を配置して、家庭における適切な児童養育につい

て相談支援を行っています。平成３１年４月には家庭児童相談室を核として相談支援体制の

強化を行い、「子ども家庭総合支援拠点」を設置しました。 

この拠点では、児童の虐待の発生を予防するために、関係機関と連携しながら、地域にお

ける子育て支援の様々なサービスを活用し、早期から適切な支援に結び付けていきます。 

「千曲市虐待防止ネットワーク会議 要保護児童等対策部会」では、虐待を受けている子ど

もをはじめとする支援対象児童等の早期発見や適切な保護を行うために、児童相談所、保育

園、学校、警察署など２２の構成機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有しなが

ら、適切な連携のもとで支援を行っています。令和４年度は部会として、代表者会議（１回）、

実務担当者会議（３回）、個別ケース検討会議（１１１回）を開催しました。また、令和４年

度の児童虐待に係わる通告は９４件、相談対応件数は延べ４,８７１件でした。 

総合教育センターでは、教育相談、いじめや不登校などの相談を受けるとともに、他の教

育相談機関との連絡調整を行っています。いじめ等の子どもの人権問題に対応するため、専

用電話により令和４年度は１９件の相談を受付けました。併せて県のスクールカウンセラー

を屋代中・戸倉上山田中・更埴西中・埴生中学区に配置し、カウンセリング業務を実施しま

した。相談内容が年々複雑多様化する中で、業務の重要性が増しています。 

市少年育成センターでは３０名の市民が補導委員を務め、駅や子どもたちが立ち寄りそう

な場所を定期的に巡回し、ひと声かけ、注意、助言、指導の活動により、少年非行の未然防止

につながっています。令和４年度は、担当小学校区内を中心に該当補導を行い、実施回数は

１８１回、延べ５２３人の活動となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲補導委員による巡回の様子 
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７月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」、１１月の「子ども・若者育成支援強調月

間」には、地域振興局職員、警察職員、少年警察ボランティア、市職員、補導委員により屋代

駅前で青少年の健全育成についての啓発リーフレット及び啓発チラシの入ったポケットティ

ッシュをあいさつとともに配布する街頭啓発活動を実施しています。 

毎年４月に長野県青少年育成県民会議が進める「信州あいさつ運動」の啓発活動を実施し

ています。この運動は、家庭や地域でお互いにあいさつすることでみんながつながり、地域

を元気にして、地域ぐるみで子どもの育成を応援することを目的としています。 

学校でもＰＴＡ等と協働して、登下校の際の「子どもを見守る地域住民」や「千曲市地域

で子どもの安全を守る会」などと連携強化を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲街頭啓発活動の様子 
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４ 女性の人権に関する問題 

 

市では、地域社会・家庭・職場などにおいて、性別による固定的役割分担意識の是正がで

きるよう啓発活動を推進しています。 

ワーク・ライフ・バランスを推進することで、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充

実した社会生活、家庭生活、職業生活を送ることができます。男女共同参画社会の実現には

地域社会・家庭・職場などにおいての環境づくり、意識づくりが大切です。性別に関わりな

くお互いの人権を尊重し合いながら、個性と能力を発揮できる社会を目指しています。 

このほか、地域や家庭など身近なところから男女共同参画を推進し、積極的に男女共同参

画に関わる学習を行う市内で活動する団体や個人に対し「男女共同参画社会づくり補助金」

を交付しています。令和 4年度は 1件の申請があり、事業の実施に活用されました。 

 

男女共同参画セミナーの開催 

令和４年度の「男女共同参画セミナー」は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点

から規模を縮小して全３回開催し、延べ８３名の市民の方が参加しました。様々なテーマ

から男女共同参画を学び、個人のスキルアップを図りました。 

 

●第１回 令和４年５月２１日（土） ※ふれあいセミナーと共同で開催 

 【講  師】 川中島の保健室 白澤 章子さん  

 【演  題】 「子どもにも人権がある 

～子どもの成長、性の成長からジェンダー平等を考える～」 

【参加者数】 ３４名 

 

●第２回 令和４年１１月２５日（金） 

【講  師】 清泉女学院大学 看護学部 国際・災害看護学領域 教授 

小原 真理子さん 

【演  題】 「コロナ禍における家庭内の感染の予防・災害時避難所での 

過ごし方」 

【参加者数】 ２１名 

 

●第３回 令和５年２月２２日（水） 

【講  師】 株式会社キャリアトラスティング代表取締役 霜鳥 光さん 

 【演  題】 「自分らしいワークライフバランスでしなやかに生きる」 

 【参加者数】 ２８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲第２回男女共同参画セミナー 
（信州の幸（めぐみ）あんずホール） 

▲第３回男女共同参画セミナー 
（戸倉創造館） 
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【男女共同参画セミナー参加者のアンケートから（抜粋）】 

・男らしさ、女らしさではなく、個性を生かした「自分らしさ」を共有できる社会にな

っていくといいなと強く思いました。（5/21セミナー参加者） 

・人の数だけ性があるということを、こどもたちも私たち大人ももっと理解して、お互

いを認め合っていくことが大切だと感じました。（5/21セミナー参加者） 

・家庭内感染の予防ポイントやオミクロン株の特性、重症度分類、コロナウイルス感染

症流行下での災害発生状況など詳しいお話を聞くことができ、非常に勉強になりまし

た。（11／25セミナー参加者） 

・私生活と仕事のバランスについて話していただいたことで、休みを取りやすい雰囲気

を作っていくことが大切だということが分かりました。（2/22セミナー参加者） 

・「なりたい自分になるために」ということで、「自分はどうありたいか？」についてゆ

っくり考えてみたいと思いました。（2/22セミナー参加者） 

 

各種審議会等への女性の登用 

様々な分野において女性の活躍を推進し、市政や方針決定過程に女性の意見を反映させ

るため、各種審議会等への積極的な女性の登用を進めています。 

 

令和４年度審議会・委員会等の女性参画率（抜粋） 

 

市には令和４年４月１日時点で 51 の審議会等が設置されており、その委員の女性

参画率は全体の２９.８%となっています。進捗状況については、市のホームページに

掲載し、積極的に情報公開を行いました。 

 

 

 

審議会・委員会等名 委員総数 
うち 

女性人数 女性参画率 

差別撤廃人権擁護審議会 13 ４ 30.8% 

人権ふれあいセンター運営委員会 8 ４ 50.0% 

男女共同参画計画審議会 11 ５ 45.5% 

防災会議 31 ６ 19.4％ 

環境審議会 11 ３ 27.3％ 

健康づくり推進協議会 13 ７ 53.8% 

子ども・子育て会議 15 ９ 60.0% 

農業委員会 15 ４ 26.7% 

地域公共交通活性化協議会 24 ２ 8.3% 

景観審議会 13 ５ 38.5% 

教育振興審議会 12 ３ 25.0% 

社会教育委員会 10 ４ 40.0％ 
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女性の相談事業・啓発事業 

平成３０年４月より女性相談員２名を配置して、配偶者や恋人、パートナーからの暴力

（ＤＶ）、離婚や家庭不和など女性が抱えるさまざまな悩みや困りごとなどの相談支援を

行っています。 

相談者の人権を尊重し権利擁護を図る立場から、必要に応じ県女性相談センターや警察

署などの関係機関との連携を図るとともに、専門の相談機関の紹介も行っています。 

令和４年度の配偶者からの暴力による相談件数は延べ２６件でした。 

女性の相談窓口をホームページ等に掲載し、誰もが気軽に相談ができるように周知して

います。 

また、国の男女共同参画推進本部において、毎年１１月１２日～２５日の２週間を「女

性に対する暴力をなくす運動」期間としています。令和４年度、市では、女性に対する差

別的な言動や行為から守るための啓発活動や、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・

ハラスメントなどの発生を防止するために企業への啓発活動を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀女性に対する暴力根絶のシンボルである 
「パープルリボン」 
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５ 高齢者の人権に関する問題 

 

わが国は、平均寿命が８０年を超えるという世界有数の長寿国となる一方、出生率の低下

による少子化傾向も加わり、本格的な少子・超高齢化社会を迎えています。 

本市においても、高齢化率（住民基本台帳１０月１日基準）は、２００３年（平成１５年）

合併当時の２２.３％から、２０２２年（令和４年）は３３.９％と増加しており、今後も高齢

化が進むと見込まれます。 

市では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ日常生活を営むこ

とができる体制として「地域包括ケアシステム」づくりを推進してきました。しかしながら、

昨今、多様で複合的な支援を要する相談が増えており、対応が困難かつ長期化するケースが

多くなってきています。高齢者が安心して自立した生活を送れるように支援するとともに、

市民一人ひとりが高齢者を思いやり、大切にするよう、高齢者の人権についての理解と認識

を深めていくことが重要です。 

 

生活支援体制整備事業 

少子高齢化や核家族化の進展に伴い、支援が及びにくく孤立しがちな一人暮らし高齢者

や認知症高齢者等の増加が予測される中、市では、高齢者の尊厳保持と自立生活支援の目

的のもと、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の基盤づく

りに取り組んでいます。 

地域包括ケアシステムの一翼を担う「生活支援体制整備事業」では、高齢者が住み慣れ

た地域において介護予防を実行でき、また、日常の生活支援を受けられるような地域づく

りを進めています。 

 

千曲市成年後見制度普及啓発等推進事業 

 市では「成年後見制度」の普及や啓発、制度の利用促進を目指しています。そして、千

曲市社会福祉協議会に委託し、千曲市成年後見支援センターを設置しています。センター

では、制度の説明、解決へ向けた提案、後見等申し立てにあたっての相談支援等を行って

います。令和４年度の相談対応件数は延べ１,１４８件（うち、高齢者等７４１件）でした。 

 

高齢者に関する相談窓口の充実（地域包括支援センター（高齢者相談センター）） 

高齢者人口の増加、高齢化率の上昇に伴い、高齢者に関する相談（虐待防止、権利擁護

含む）は増加傾向です。市では地域ごと（更埴川西地域、更埴川東地域、戸倉上山田地域）

に地域包括支援センター（高齢者相談センター）を設置し、相談窓口の充実に努めていま

す。令和４年度の相談対応件数は延べ 14,532件でした。 

市では、「千曲市虐待防止ネットワーク会議 高齢者虐待対策部会」の開催を通じて、虐

待防止や虐待を受けた高齢者やその養護者への支援を図るために関係機関や支援者等の

連携体制を構築しています。令和４年度においては、虐待防止の相談件数は 19 件、権利

擁護の相談件数は 76件でした。 

また、市の委嘱を受けた介護相談員が、介護サービス施設・事業所に出向いて、利用者

の疑問や不満、不安を受け付け、介護サービス提供事業者と市との橋渡しをしながら、問

題改善や介護サービスの質の向上につなげる取り組みをしています。令和４年度は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため訪問を中止しました。 
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６ 外国人の人権に関する問題 

 

市内の外国人住民は、男性３７９人、女性５１２人、計８９１人・３２か国（千曲市『住民

基本台帳』令和４年１２月３１日現在）となっており、職場や学校、地域社会など日常生活

の中で外国人と関わりを持つことが多くなっています。 

外国人に対する偏見や差別を解消するためには異なる文化や価値観等を正しく理解し、市

民一人ひとりが広い視野を持ち、言語、宗教、習慣等の違いを超えて相互理解を深めること

が重要です。また、外国人が安心して暮らせる環境づくりの支援と相談、情報提供の充実を

図るとともに、人権を尊重し「共生の心」の醸成を図る必要があります。 

人権ふれあいセンターでは、自主事業としてＮＰＯ法人千曲国際交流協会の会員が講師と

なり、令和４年度は２４回「日本語教室」を開講しました。講座には市内の企業に研修で来

ているベトナムやインドネシアの若者、日本人の配偶者となった中国の方など延べ８９名が

受講し、日本語の勉強や日本語検定の学習に励みました。 

また、同様に生涯学習課でも八幡公民館にて「日本語教室」を開講しています。例年、多文

化共生フェスティバル「千曲万博」を開催し、各種国際交流・多文化共生事業を実施してい

ます。令和４年度は市内及び近隣市町村外国籍住民や千曲市民など約４００名が参加し、様々

な国の文化・生活習慣等を体験しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内に住む外国人の皆さんの生活に配慮して、市指定ごみ袋への外国語の標記（英語、韓

国語、中国語）や「ごみの出し方」の外国語版（英語、韓国語、中国語、タイ語、ポルトガル

語）を希望者に配布しています。 

学校では、外国語指導助手（ＡＬＴ）を国際理解事業（千曲万博や保育園など）へ派遣を行

っています。 

 

 

 

 

 

 

▲日本語教室開講式 
（人権ふれあいセンター） 

▲日本語教室交流会 
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７ さまざまな人権問題 

 

近年では、国際化、情報化、少子高齢化などの進展により、市民の権利意識や価値観も多

様化する中、さまざまな人権問題が存在しています。 

なかでも令和４年度は、主に新型コロナウイルス感染症に関する差別、インターネットに

よる人権問題、性的マイノリティ（少数者）、犯罪被害者等の人権問題を重点的に、啓発活動

を実施しました。 

新型コロナウイルス感染症に関する差別については、新型コロナウイルス感染症に感染し

た方やその家族、治療にあたった医療従事者等への差別的発言や言動による差別をなくすた

めに、市ホームページによる周知とともに、ポスターの掲示、シトラスリボンプロジェクト

等に取り組みました。 

インターネットによる人権侵害は、その匿名性、情報発信の容易さから、個人の名誉を傷

つけたり、プライバシーを侵害したり、差別を助長する表現の情報が掲載されやすいことか

ら、市ホームページなど広報媒体を通じてインターネットの利用に関する正しい知識と理解

を深めるための啓発を行いました。 

性的マイノリティ（少数者）の人権問題については、チラシの設置、ポスターの掲示等を

通して、理解を深めるための啓発を行いました。 

犯罪被害者等への人権問題については、令和２年５月に近隣自治体で発生した事件を踏ま

え、千曲市犯罪被害者等支援条例を制定し、令和５年４月１日から施行しました。また、犯

罪被害者等支援についてのパネル展の実施を通して、理解を深めるための啓発を行いました。 

今後もさまざまな人権問題をテーマにしてセミナー等を開催し、すべての人がお互いの人

権を尊重できるような啓発活動に取り組んでいきます。 
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第３章 人権教育・啓発の推進 

 

市では、２１世紀を「人権の世紀」として定着・発展させるため、人権が尊重される社会の実

現にむけて、学校、地域社会・家族、企業などのあらゆる機会と場をとらえ、計画的・継続的に

人権教育・啓発を推進しています。 

 

１ 行政に携わる職員の人権感覚の醸成 

 

人権が尊重される社会の実現に向けて、行政の様々な分野において人権を重視した施策が

求められており、人権に配慮した行政施策を推進していくためには職員一人ひとりの人権感

覚を高めることが必要です。 

令和４年度は、北信教育事務所主催の人権教育研修会、スキルアップ講座等に参加したほ

か、市主催のふれあいセミナーを職員研修の一環として位置づけ部署を超えて広く参加を呼

び掛けるなど、職員の人権問題への正しい知識と理解の向上、人権意識の高揚に取り組みま

した。 

 

２ 学校等における人権教育と啓発 

 

小・中学校では、児童生徒の発達段階に合わせ、それぞれの教科等において人権尊重の視

点を取り入れた指導計画を立て、様々な活動を通じて人権や平和に関わる教育が実践されて

います。 

 

令和４年度の小・中学校の取り組み 

 

千曲市立東小学校 

【実施内容】 

１ 学級内の友達との交流（日常生活で） 

・日頃の生活・授業・活動の中で。 

２ 全校児童の他学年交流 

①たてわり班交流遊び 

・水曜日の集会のある日の二時休みの時間にたてわり班で集まり、交流遊びを行う。 

②姉妹学級清掃（美化委員会）（１０月） 

・姉妹学級ごと清掃分担を決めて、高学年が低学年に清掃の仕方を教えたり、低学

年が高学年の姿から学んだりする。 

③たてわりマラソン（体育委員会） 

・マラソンタイムでたてわり班ごと集まり、マラソンをする。上の学年の走りを目

標にしたり、声をかけあって励まし合って走ったりすることで意欲を高める。 

④たてわり読み聞かせ（図書委員会） 

・読書旬間（１２月）にたてわり班の高学年が他の学年の児童に向けて読み聞かせ

をし、交流する。 
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⑤姉妹学級での交流 

３ なかよし旬間中の全校での取り 

組み 

①人権課題に関わった授業 

②人権課題を取り上げた校長講話 

③参観日での人権教育授業の公開 

④なかよし相談・なかよしアンケートの実施 

⑤「東小の花さき山」（１～３年） 

⑥人権標語への取り組み（４～６年） 

⑦人権教育講演会 

講師：千曲市教育委員会 指導主事 町田祐介先生 

演題：デジタルシティズンシップ教育がめざすもの 

～ＩＣＴを安全かつ責任をもって利活用できる子どもたちを育てていくた

めに～ 

４ アプリコットタイム（クラブ活動）による高学年児童と 

地域の先生との交流 

５ 児童会の「エコボラ委員会」による老人福祉施設への車 

椅子贈呈 

６ ４年生の人権に関する標語作り 

７ ５年生による人権ポスター制作  

８ ６年生の人権に関する作文 

９ 地域の見守り隊と全校児童の挨拶活動 

 

【成果と課題】 

＜成果＞ 

１ 日常生活の中での小さなトラブルや問題を日々子どもと考え解決を図るとともに、

見えにくい問題について、ＱＵの実施により詳細に把握し、課題を早期に発見して

いこうとしている。 

２ 児童会主催の交流活動は、子どもたちも楽しみに活動していた。休み時間に遊ぶこ

とにもつながり、縦割りで活動することで、縦のつながりが増えたり、深まったり

した。 

高学年が計画、実行をしてく 

れて、リーダーシップがそだ 

った。 

児童会テーマの「笑顔」という 

ことで、異学年との関わりの機 

会を多くすることで、互いに顔 

を覚え、名前を呼び合い、あい 

さつをするなどの成果が見られ 

た。 

 

 

姉妹学級での交流 

お知らせの掲示 

 

 

人権教育に関わる 

言葉の掲示 

たてわり班での 

読み聞かせ 

たてわり班での 

交流遊び 
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３ 「東小の花さき山」 

「○年○組の花さき山」と題し、友だちの素敵な姿、優しい姿、がんばっている姿、

自分が友だちに優しくできたことなどを、花型の画用紙に記入し、各クラスの「花

さき山」に随時貼っていった。 

・友だちのよさを見つめる良い機会になり、さらに自分のよさを考える機会にもな

った。 

「なかよしアンケート・相談タイム」 

・一人ひとりの子どもに向かい合って話す時間になってよかった。目の行き届きに

くい子や関わりの少ない子にも思いを伝えあう良い機会となった。 

４ アプリコットタイムの講師の先生が長年身に付けて来られた知識や技能に触れ、学

ぶことで、感謝や尊敬の気持ちを養うことにもなっている。時間や回数が限られる

中で、講師の先生方と子ども達の交流が深まった。 

５ エコボラ委員会の活動で、全校でアルミ缶、牛乳パ 

ック集めを行い、車椅子を購入した。自分たちの活 

動でお年寄りの方が喜んでくださることを実感す 

ることができた。 

 

＜課題＞ 

人権標語やポスターを、もっと全校に見てもらえ 

るようにして、意識を高め合えるとよかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千曲市立八幡小学校 

【実施内容】 

（１）人権教育（なかよし）旬間の実施 

〔取り組み内容〕 

①各学級における人権教育に関する授業実践 

・人権教育公開参観 

②校長講話 

③児童会の取り組み 児童会主催「なかよし集会」 

・なかよしグループでのゲーム遊びなど 

④「なかよしの花束」づくり 全校昇降口に掲示 

・友だちへのありがとうメッセージや、友だちのよいところなど、各クラスで

テーマや内容を決めて、ミニカードに書く。模造紙の「花」に貼って、掲示す

る。 

児童会による 

思いやりボックス 

良いところ探し 

 

児童会による 

老人福祉施設への

車椅子贈呈 
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（２）人権教育のため、「あけぼの」などを活用して学習 

「八幡小学校人権教育年間指導計画」の見直し 

（３）人権教育の作文・ポスター・標語の作成 

作文（６年）、ポスター（５年）、標語（４年） 

（４）千曲市「人権教育の実践収録」の作成・提出（２学年） 

（５）ＱＵの実施とそれを生かした学級経営の改善 

（学級活動係と連係して３回） 

 

【成果と課題】 

・コロナ禍により、校長講話はオンライン形式で行ったため、講話後すぐに、内容に

ついて、クラスで考え合う時間をとることができた。 

・児童会の取り組みについては、年間通して、なかよしグループ（特筆すべき事項参

照）で活動を行っている。旬間中は「なかよし」に焦点を当てて集会をやることが

できた。学年隔てなく楽しく活動ができるよい取り組みであるので、続けたい。 

・「なかよしの花束」のメッセージは、子どもたちが喜んでたくさん書く姿が見られた。

他学年にメッセージを送ることや見合うこともでき、互いのよさを改めて見直すよ

い機会となった。旬間中に参観日があり、保護者に見てもらい、理解を深める機会

もとれた。 

 

【特筆すべき事項】 

・なかよしグループでの取り組み

は、縦割りで１２グループを作

り、年間通して行っている。児童

集会をはじめとし、運動会も紅

白ではなく、なかよしグループ

での整列・入場、座席、グループ

対抗での競技種目を行ってい

る。日頃から、なかよしについて

考え、人権教育を実践できる取

り組みとなっている。 

 

 

千曲市立五加小学校 

【実施内容】 

（１）なかよし月間（１１月） 

・「なかよしの木」づくり 

クラスの友達や、他の学年等、学校の友達に対して「ありがとう」と感じたこと

や、「すごいね」と感じたことを、旬間中に学級の時間や帰りの会等で子どもが

発表できる機会を設け、メッセージをなかよしの木に貼りだす。 

・車椅子バスケット選手との交流会 

・児童会活動 
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①昼の放送での「なかよしの木」の紹介（代表） 

②なかよし清掃（清美委員会との連携） 

・人権教育のポスター、作文、標語の取り組み 

人権問題（同和、女性、子ども、障がい者、外国人、インターネットなど）にか

かわって、日常生活や学校生活の中で体験したことや感じたこと、あるいは差別

をなくしていくための意見や実践等を、作文・ポスター・標語で表現する。 

（２）ボランティア委員会の活動 

・牛乳パック回収を行い、ネパールに送る苗木を買う費用に換えていただくようＮ

ＧＯカトマンドゥさんに寄付する。 

・ユニセフ募金 

ウクライナ緊急募金、トルコ・シリア自然災害緊急募金 

（３）ＱＵ・アセス検査の実施及び教育相談（生徒指導係と協力） 

（４）市委員会、各種研修会への参加、職員研修の実施 

 

【成果と課題】 

・なかよしの木で友達のよい姿を伝えたり、「ありがとう」という感謝の気持ちを伝える

ことができた。なかよしの木は友達のことを見つめるよい機会となった。 

・車いすバスケット選手との交流会を計画し 

たが、社会福祉協議会の方がとても協力し 

てくださり、とてもよい交流の時間となっ 

た。 

・活動に集中して取り組んでいたが、相手の 

ことを考えた言葉づかい、行動については 

継続して伝えていかなければならない。 

・ボランティア委員会の活動は、子どもたち 

から、世界の困っている人たちを支援する活動をやりたいと声が上がり、活動に繋が

り良かった。 

・ＱＵによって、個や学級の実態に応じた取り組みの工夫に繋げることができた。 

 

 

千曲市立埴生中学校 

【実施内容】 

◎本校人権教育の目標 

「あらゆる場面で基本的人権を尊重し、差別を見抜き、差別を許さず、ともに生きて

いく仲間づくりに取り組む生徒の育成」 

〇前期強調旬間（6/1～6/14） 

・学級ごとに学級づくりや人間関係づくりに重点を置き、ワークショップやエンカウ

ンター要素を取り入れた学習を行った。 

〇後期強調月間（10/29～11/30） 

１年：部落差別について 江戸時代までの差別 

部落差別のおこりと人々の意識 
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２年：部落差別について 水平社宣言から解放運動まで  

西光万吉の活動と水平社宣言 

３年：現代に残る部落差別 今もある結婚差別について  

３年間の学習のまとめ 

〇人権教育講演会 

多様性を認め、互いの人権を大切にしていく心を育てていくため、「ＬＧＢＴ啓発授

業君はひとりじゃないから」を実施した。 

〇生徒会活動 

クラスの人権目標を設定し、校内に掲示した。またエンカウンター要素を取り入れた

生徒集会を実施した。 

 

【成果と課題】 

・前期強調旬間はクラスの仲間づくりを意識して行った。 

・後期強調月間では、前年度まで蓄積された資料をもとに、各学年で生徒の実態に応じ

て修正を加えながら授業を実施した。効果的だった資料等を次年度につなげていく。 

・水平社宣言後も差別と闘いながら生活してきた人々を理解し、また生徒たち一人一人

が水平宣言をつくった。生徒一人一人が差別をなくしていこうとする意欲を持つこと

ができた。 

・人権教育講演会では、ＬＧＢＴ啓発授業として、生徒と一部の保護者での公演会とな

った。 

・生徒集会では、楽しみながら仲間や友達を思いやって生活する意識付けとなった。 

 

【特筆すべき事項】 

 人権教育は積み重ねが大切であり、日々の生活の中にいつもあるものと感じる。見

通しをもって学習することで意識が高まり、生徒も多角的に物事を考えることができ

るようになってくるのではないかと思う。資料を読んで学習をするときには、他人ご

とにせず、常に「自分事として」「自分ならば」という気持ちで考えることができるよ

うに配慮していきたい。 

 

 

千曲市立戸倉上山田中学校 

【実施内容】 

１ 学校教育全体を通して行う人権教育 

「よりよい人間関係の築き方を身につけた生徒の育成」 

人権教育は教育活動の根本であることを認識し、教育活動のあらゆる領域において

人権教育を推進する。 

２ 重点的取り組み 

「責任ある言動や『認め合う心、思いやりの心』の育成」 

①前期人権教育強調期間（５～６月） 

・各学年の実態に応じた人権学習（４時間程度） 

・人権作文（３年生） 
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・人権標語（全学年）※校内に掲示 

・「戸上‘S Tree」友だちのいいところ探し（福祉委員会） 

②後期人権教育強調期間（１１月～１２月） 

・校長講話 

・「あけぼの」を活用し、同和問題を中心とした授業を展開（５時間程度） 

・人権参観日（１１月２４日）に、全学年ジェンダーについての人権授業と、

ＰＴＡ人権教育講演会を実施。 

講師：西原さつきさん（俳優、「乙女塾」代表） 

演題：「自分らしく生きていくこと」 

参加者：全校生徒、職員、保護者約５０名 

・人権作文（全学年） 

・シトラスリボンプロジェクトＩＮ戸上の実施 

各学年の代表者による人権作文の発表 

縦割り学級で、生徒会役員が主体の授業展開 

３ 作品の応募等 

・全国中学生人権作文コンテスト（法務局）への応募（３年生） 

・「千曲市人権教育実践事例」提出 

・千曲市「差別の解消をめざす作文、ポスター」への応募（３年生） 

・シトラスリボンのプレゼント（福祉委員会） 

 

【成果と課題】 

＜成果＞ 

・「差別は許さない」という姿勢で、様々な場面で生徒の指導にあたることができた。 

・各学年の生徒の実態に応じて内容を吟味し学年主体で計画することで、生徒の心に

直接響く学習を積み重ねることができた。 

・人権標語は、校内各所に１年間（次年度の前期人権強調期間終わりまで）掲示する

ことで、啓発の一環を担うことができた。 

・人権講演会の内容とつながりのある授業を人権参観日で展開することで、より深く

その内容について学ぶことができた。 

・３年目となるシトラスリボンプロジェクトは、３回目となる３年生を中心に縦割り

グループで取り組み、本校の人権学習のまとめとして定着しつつある。同じ時間に、

同じ思いをもって全校でリボンを結ぶ時間は、「ともに生きる」という、子どもたち

の人権意識の向上につなげることができた。 

＜課題＞ 

・職員研修を十分にする時間の確保が難しい。学年内での計画実施において、教員自

身の完成や価値観を磨いていきたい。 

・学習したことを、日常生活や普段の学校生活など、身近なところから生かしていこ

うとする姿勢をさらに養いたい。 

 

【特筆すべき事項】 

・コロナ禍のため、今年度の人権参観日は中止、講演会は３年生のみ体育館での聴講、

その他生徒と保護者はオンラインでの聴講となった。 
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・シトラスリボンプロジェクトは、来年度以降も本校の人権学習のまとめの位置づけで

実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県屋代高等学校（長野県屋代高等学校附属中学校） 

【実施内容】 

１．学校教育全体を通して行う学校目標 

家庭・地域との連携 

・自他を尊重することによって、人間の命と人権を守り、幸せに生きる社会の構成

者となるよう、家庭や地域と協働した学校づくりに務める。 

・地域に開かれた学校として、地域の方や保護者と学校の在り方を考えることによ

って、相手の立場に立った多面的なものの見方や感じ方に触れる。 

２．重点的な取り組み 

・基本方針、人権教育年間計画作成（４月） 

・学校人権教育実施状況調査（２月) 

（１）全体の取り組み 

①職員人権研修会（中高職員） 

９月１０日～１６日は自殺予防週間 

期日：9月１４日（水）14:00～15:00 

場所：多目的教室 

講師：長野県教育委員会心の支援課 生徒指導係主任指導主事 

向井健太郎先生 

内容：「いのちＳＯＳ」配付資料あり 

自殺を考える人のほとんどが、何らかのサインを出す。 

周囲はこれを見逃さないことが大切。 

②全校人権教育研修   

・「講演会」（中高生徒合同）職員研修を受け、オンライン講習会 
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期日：１０月２７日（木）15:00～16:20 

場所：各教室で、オンライン（ZOOMミーティング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師：千曲市役所健康福祉部健康推進課保健センター健康増進係 

米澤佑亮さん（保健師） 

内容：誰にでも「こころ」が苦しくなるときがあります。自分ひとりで解

決することが難しいとき…その苦しさを自分ひとりで抱え続けな

いでください。 

・「ＬＨＲ」研修（高校１・２年） 

期日：１月２６日（木）ＬＨＲ 

場所：各教室 

テーマ：東京医科大医学部における女性差別不正入試 

資料教材：信濃毎日新聞高校学習ノート 

「東京医大入試で賠償命令」東京地裁女性差別「不公正」 

ＬＨＲ進め方：生徒各自でワークシート課題記入、４～５人程度でディス

カッションプレイ 

（２）ほかの取り組み 

千曲市人権を守る市民集会発表 

（コロナ禍で事前に録画し、当日ステージ上で上映） 

期日：１月２１日（土）13:30～ 

場所：千曲市戸倉創造館 

テーマ：叶～明るい未来の実現～ 

内容：①屋代高校前駅イルミネーション 

[２学年「課題探究」で「千曲市・屋代高校前駅の活性化」] 

（地域の企業、千曲市役所より協賛を頂き、屋代高生によるプロ

ジェクト） 

②屋代高校文化祭における取り組み 

「地域を明るくし、みんなが通いたくなる学校」 

発表者：吉池心子さん、新村紗矢さん 
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学校名 実施状況 開催日
研修の種類

（講演会・ワークショップ等）
テーマ 講　　師

PTA
参加者数

屋代小学校 実施済 令和4年7月1日 講演会（オンライン開催）
生まれてきてくれてありがとう～家族から伝え

る誕生・生きる・つなげる～
豊野高等専修学校講師・看護師・誕
生学アドバイザー　高橋ピン子さん

166名

東小学校 実施済 令和4年11月9日 講演会（オンライン開催） デジタル・シティズンシップ教育がめざすもの 教育委員会　町田祐介先生 120名

埴生小学校 実施済 令和4年11月11日 講演会（オンライン開催）
「誰もが幸せになる電子メディア機器との付き

合い方」

子どもとメディア信州
（五加小学校 校長）
宮原明人 先生

約400名

治田小学校 実施済 令和4年6月22日
講演会

（参集・オンライン両方で開催）
だれもが幸せになるメディアとのつきあい方

～デジタル市民はじめの一歩～
子どもメディア信州運営委員
五加小学校長　宮原　明人　先生

450名 

八幡小学校 中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）

戸倉小学校 実施済 令和4年11月10日 講演会 「自分」にしかできないこと
シンガーソングライター
麻友さん

40名

更級小学校 実施済 令和4年11月18日 講演会 「いのちのお話」～大切な自分～ りんごっ子保健室キャラバン隊 70名

五加小学校 実施済 令和4年11月9日 講演会（オンライン開催）
誰もが幸せになる電子メディア機器とのつき合

い方～子どもの人権から考える～
五加小学校
宮原　明人先生

100名

上山田小学校 実施済 令和4年12月6日 講演会（オンライン開催）
メディアと上手に付き合う

～情報社会で生きる力を育む付き合い方～

日本デジタルシティズンシップ
教育研究会副代表理事
今度　珠美　先生

110名

屋代中学校 中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）

埴生中学校 実施済 令和4年11月18日 講演会 LGBT啓発授業　～君は一人じゃないから～ 長岡　春奈　様 10名

更埴西中学校 中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）

戸倉上山田中学校 実施済 令和4年11月24日
講演会（ハイブリッド開催:

3年生は講演会場の体育館、1･2年生はオンライ

ンで各教室、PTAは体育館かオンライン）
自分らしく生きていくこと

俳優・講師「乙女塾」代表
西原　さつき　様

約20名

(体育館）

オンラインでは約150名

計170名

 

１１月２２日 課題探究 

屋代高校前駅 

イルミネーション点灯式 

 

千曲市の「まちづくりチャレ 

ンジ」の支援や、樫山工業様 

からいただいたイルミネーシ 

ョンを用いて屋代高校前駅の 

ロータリーを電飾で飾りまし 

た。 

 

【成果と課題】 

・人は誰しも掛け替えの無い命を生きているのだ、という自他認識、社会認識を継続さ

せていく必要がある。 

・コミュニケーションで課題を抱える生徒たちを孤立させないため、生徒を援助するた

めに何ができるかを考える研修を行うようにする。 

・生徒たちが学びやすくするための工夫を考え、一人ひとりが過ごしやすい学校を実現

する。 

・人権教育ＬＨＲでのグループワークは集団づくりの意味でも継続が望ましい。 

 

令和４年度 小・中学校ＰＴＡ人権教育研修会の実施状況 
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「かがやき ～差別の解消をめざすことをテーマとした人権作品集～」の発行 

市と市教育委員会では豊かな人権感覚を身につけるための教育の一環として、市内小・

中学校へ差別の解消をめざすことをテーマにした作品を募集し、毎年、児童・生徒の皆さ

んからたくさんの応募をいただいています。 

令和４年度は新型コロナウイルス感染症の拡大による休校等があった中で、各校の協力

により、標語２６点、作文４９点、ポスター６４点の応募がありました。 

また、その中から選考され入選となった作品を掲載した「かがやき」第２０集を発行し

ました。 

このほか、入選作品の展示を市役所ガレリア（６月１日～２０日）、戸倉創造館（８月２

日～２１日）、屋代駅市民ギャラリー（１１月２１日～１２月２日）にて実施し、大勢の市

民の方が鑑賞されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小・中・養護学校 人権教育の実践収録」の作成 

市と市教育委員会、市学校職員会では市内の各学校において人権教育について実践され

た事例を収録した実践収録集を作成しています。冊子の内容は、記録のためだけに留まら

ず、教材資料集として授業作りに役立つものとなるよう、各学校の人権教育担当の先生方

が工夫を施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲人権啓発 児童・生徒作品展 
（屋代駅市民ギャラリー） 

▲かがやき第２０集 

▲令和４年度小・中・養護学校 人権教育の実践収録 
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「人権作品カレンダー」の発行 

前頁「かがやき」で入選した児童・生徒のみなさんの作品をより多くの方にご覧いただ

くため、新たな試みとして、「かがやき」の作品の一部を掲載した「人権作品カレンダー」

を発行し、学校・公共機関・関係機関へ配布しました。 

 本書裏表紙に掲載しましたので、児童・生徒のみなさんの力作をご覧ください。 

 

人権教育副読本「あけぼの」の配布 

市では、豊かな人権感覚を身につけた大人になってもらうための教育の一環として、毎

年、年度当初に市内の小・中学校の児童・生徒のみなさんへ人権教育副読本「あけぼの」

を配布しています。令和４年度は小学１年生へ４８７冊、３年生へ４４７冊、５年生へ５

１１冊、中学１年生へ４８２冊配布しました。 

この副読本は、学校での人権教育学習の中での教材として活用しています。 

 

学校教職員対象人権教育研修会の実施 

市では、学校教育における人権教育の一層の充実をはかるため、市内小・中学校の学校

教職員を対象に「人権教育研修会」を実施しました。 

【開 催 日】 令和４年６月９日（木） 

【参加者数】 ３２名（オンラインによる配信） 

【講 師】 髙橋 典男さん（ＮＰＯ法人人権センターながの 理事） 

【演 題】 「差別の現実、その中を生き抜く力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が家の最近の話題から 

 

「お茶くみなら会社に入れてやるよ」 

家の孫の一人（兄）が遊びの中で妹に言い放った言葉です。 

会社というのは、隣家に住む男の子２人（小２、年長）と小３の兄で作った「〇〇ヒ

ーローズ」という簡単な動画編集をする遊びグループの会社で、ただ一人の女の子 妹

（年長）はそのグループ（会社）に入れてもらえませんでした。普段、鬼ごっこや自転

車乗りでは一緒に遊ぶのですが、「〇〇ヒーローズ」の遊びでは中心メンバーの小３の男

の子（兄）にいじわるされ、妹は仲間外しされていました。兄は普段、対等に遊ぶ負け

ず嫌いの妹にグループの中心を取られるのが嫌だったのかもしれません。 

 妹は一緒にやりたいのですが入れてもらえないので、一緒に遊んでくれる祖父母と遊

んでいました。そのうちに妹もだんだん強くなり、一人で遊んだり祖父母と遊んだり、

年長の男の子を誘って遊んだり「〇〇ヒーローズ」の会社にはこだわらなくなりました。 

 そんな時、兄が妹に言った言葉でした。 

 

妹は喜んでお茶くみでも何でもいいから、遊べると喜んだのですが、この言葉に怒っ

たのは祖母でした。「仲間外しをしておいて、『お茶くみなら入れてやる』とはなんとい

う高慢ちきな言い草か」といったところです。 

もちろん兄は「お茶くみ」について深く理解した言葉ではなく、からかいもしくは照

れ隠しの言葉であったのだろうと思いますが、どこでこうした表現を覚えてきたのでし

ょうか。 

 

「男の子はピンクはダメだよ。赤とかは女の子の色だから。男は黒。」 

これも孫の言葉です。年長の男の子です。来年は小学校へ入学する。ランドセルを買

わなきゃいけない。祖父母とどんなランドセルがいいかなと話題になった時です。 

祖父母は口をあんぐり。「男の子だって青とか、他の色でもいいんじゃない？」「ジー

ジもピンク好きだよ。黒とピンクの組み合わせなんかかっこいいじゃない。」と畳みかけ

ます。 

これもどこでこうした男は〇〇、女は〇〇といったことを覚えたのでしょう。 

ＴＶやネット動画の視聴の中で、友達との会話や関係の中で、大人同様 子どもたち

も様々な情報を取り入れてきています。それにどう対応するかは親や大人の責任でしょ

うか。 

  

認知症で大きな声をあげたりするひいじいちゃんに足蹴りしようとしている孫に「そ

んなことしちゃいけないよ。」「いいんだよ。ひいじいちゃん嫌いだもん。」 

子どもを連れて久しぶりに帰郷した次男が孫に一言。 

「好きか嫌いかの問題じゃない。やっていいかいけないかだ。」 

その通りです。 

                      （人権教育指導員 山﨑 一男） 
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３ 地域社会・家庭における人権教育と啓発 

 

市では、全区・自治会に人権教育推進員を配置し、様々な人権について地域住民が積極的・

主体的に学習・研修できるよう、支援体制の整備を行っています。 

例年、４月当初には、各地区の区長・自治会長、支・分館長、人権教育推進員による「三役

合同会議」で地区人権教育研修会の内容を協議していますが、令和４年度は新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止の観点から、三役合同会議開催に代えて資料を送付するとともに説明

及び研修の動画を作成・配信し、各地区の人権教育研修会の推進を図りました。 

 

地域における人権教育の指導者の育成 

区長・自治会長、支・分館長、人権教育推進員を対象に「人権教育研修会指導者養成講

座Ⅰ」を開催しました。 

例年は研修会への参集形式で開催していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止

と受講者の負担軽減の観点から、法務省作成の動画を自宅等または上映会で視聴していた

だき、感想を提出いただく形式で実施しました。 

人権尊重の重要性を認識し、地域のリーダーとして地区人権教育研修会を開催すること

で、地域での人権教育に積極的に取り組んでいただきました。 

 

        【視聴動画】 

          ①「同和問題 未来に向けて」 

          ②「虐待防止シリーズ 高齢者虐待」 

          ③「あなたがあなたらしく生きるために」（性的マイノリティ） 

           （いずれも法務省公式 YouTubeチャンネルで視聴いただけます） 

 

地区人権教育研修会の実施 

市内の区・自治会では、人権教育推進員を中心に「地区人権教育研修会」を各地区で計

画し実施しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中でも感染防止対策を講じたうえ

で４４地区・計４９回実施され、延べ９６４名の市民が参加しました。 

地域での人権教育の大切さを研修会から学んでもらえるよう、今後も研修会の開催支援

を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲地区人権教育研修会の様子 
（新田区） 

▲地区人権教育研修会の様子 
（上徳間区） 
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令和４年度の地区人権教育研修会実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合同で実施した地区あり（森東区・森西区） 

№ 地区 開催日 テーマ 参加者数

1 屋代第１区 10月15日 同和問題 15

2 屋代第２区① 7月2日 高齢者の人権問題 23

3 屋代第２区② 10月8日 ハラスメント 22

4 屋代第３区① 7月2日 子どもの人権問題 30

5 屋代第３区② 10月8日 高齢者の人権問題 20

6 屋代第６区 10月16日 高齢者の人権問題 16

7 土口区 11月26日 ジェンダー平等 20

8 森西区① 10月8日 子どもの人権問題 7

9 森西区② 11月19日 高齢者の人権問題 7

10 森東区① 10月8日 子どもの人権問題 7

11 森東区② 11月19日 高齢者の人権問題 7

12 倉科区 10月23日 歴史から見る人権 40

13 寂蒔区 10月29日 同和問題、障がい者、ジェンダー 23

14 鋳物師屋区 10月6日 高齢者の人権問題 21

15 打沢区 10月29日 高齢者の人権問題 20

16 桜堂区 7月16日 戦争における人権問題 40

17 杭瀬下区 10月15日 子どもの人権問題 40

18 新田区 10月23日 高齢者の人権問題 42

19 荒町区 6月18日 高齢者の人権問題 20

20 上八日町区 10月18日 外国人の人権問題 20

21 治田町区 11月5日 高齢者の人権問題 30

22 元町区 11月12日 高齢者の人権問題 23

23 小坂区 11月5日 子どもの人権問題 13

24 桑原東区 11月5日 人権全般 15

25 桑原中区 11月6日 高齢者の人権問題 7

26 桑原西区 10月15日 高齢者の人権問題 7

27 大田原区 11月5日 地域の人権問題 11

28 姨捨区 11月19日 高齢者の人権問題 10

29 郡区 11月5日 高齢者の人権問題 12

30 新宿区 10月22日 高齢者の人権問題 14

31 北堀区 8月27日 高齢者の人権問題 9

32 志川区① 6月18日 コロナ禍の人権問題 33

33 志川区② 10月21日 多様な人権問題 17

34 磯部区 11月4日 高齢者の人権問題 12

35 福井区 10月29日 高齢者の人権問題 21

36 戸倉上町区 10月15日 高齢者の人権問題 16

37 上中町区 7月1日 高齢者の人権問題 22

38 戸倉中町区 10月13日 その他 10

39 仙石区 11月13日 ジェンダー平等 11

40 須坂区 10月29日 高齢者の人権問題 4

41 黒彦区 10月15日 女性、子ども、高齢者の人権問題 20

42 上徳間区 11月13日 家庭内での人権 36

43 内川区 10月23日 外国人の人権問題 30

44 千本柳区 10月16日 子どもの人権問題 30

45 小船山区 10月29日 高齢者の人権問題 33

46 力石自治会 11月6日 子どもの人権問題 33

47 八坂自治会 11月13日 高齢者の人権問題 12

48 中央自治会 10月30日 高齢者の人権問題 19

49 城腰自治会 12月10日 子どもの人権問題 14

964延べ参加者数
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地区人権教育研修会の主催者・参加者の感想（抜粋） 

・区長・分館長と打ち合わせの上進めることができました。ただ推進員一人でできること

には限界があるので、地区で推進員をサポートできる体制が必要と感じました。ＤＶＤ

の視聴を通じて詐欺に対する知識や意識を高めることができました。 

・例年、参加者が少なかったが、今回は密に連絡をとりうまく集客できたと思う。ＤＶＤ

視聴ではあったが、身近な問題として関心も高く有意義な内容だったと評価したい。 

・心当たりのある内容が多かった、いろいろな人権問題について幅広く取り扱ってほしい

等の感想がありました。もう少し時間をかけて多くの人に参加してほしい。 

・自分の人権感覚を見つめ直すきっかけになった。新しく知ることばかりでよい機会だっ

た。 

・子どもの行動を通して人と人との絆がいかに大切であるか、人と人は助け合い支え合っ

ていかなくてはならないかを考えさせる作品だった。子供といえども人格人権があり、

大人以上に他人を思いやる気持ちがあることを子供や孫を持つ参加者は感じてもらえ

たと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先んずれば人を助く 

 

 人より早く行動すれば優位な立場に立つことができる。勝負事やスポーツの世界ではよく使

われる「先んずれば人を制す」という言葉。似たような意味で「先手必勝」「早い者勝ち」など

があります。勝負の世界では、戦略的に時として大切なことかもしれませんが、日常生活の中

では、相手を出し抜くというような意味合いが強く、いいイメージがありません。 

 先日、埼玉に住む娘のところに荷物を送ろうとした時のこと。衣類が主だったので、思いの

ほかかさばってしまい、大きな箱に入れて宅配便の営業所に持っていきました。大きな段ボー

ル箱を両手で持って、入口のほうに向かっていると、一人の女性が足早に私を追い抜いて入り

口のドアのほうに向かっていきました。営業所の中にはすでに何人かのお客さんが手続きをし

ており、少しでも早くしたかったのでしょうか。まさに「先んずれば人を制す」かのようでし

た。しかしながらその方はタッチ式の自動ドアを触って開けて「どうぞ」といわんばかりに手

で示してくれました。両手がふさがっている私の様子を見て、瞬時に状況判断をして先回りを

してドアを開けてくれたのでしょう。もし自分が逆の立場であったなら同じようにできたかと

考えされられました。思いやりのある行動に対して、出し抜かれたと思い、つい「チェ」と舌

打ちをしてしまった自分のなんと浅はかだったことか。 

 相手の行動を予測して、相手の立場に立ったその女性の行動に触れ、何とも言えないすがす

がしさを感じた出来事でした。 

「先んずれば人を制す」ではなく「先んずれば人を助く」の気持ちを持ち、人への思いやり

を大事にしていきたいものです。 

（人権教育指導員 石田 信治） 
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人権を守る市民集会 

市では、人権が尊重され、「あらゆる差別のない明るい千曲市」をつくり、市民の人権意

識の高揚を図ることを目的として「人権を守る市民集会」を開催しています。 

令和元年度の開催以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により中止となっていました

が、令和５年１月２１日（土）に３年ぶりに開催しました。新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のため、「第１７回人権を守る市民集会」は参加人数を制限して戸倉創造館におい

て開催し、１５２名の市民の参加がありました。 

 

【事業内容】 

○スローガン 

「市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し合う差別のない千曲市を実現しよう」 

○主催 千曲市・千曲市教育委員会 

○概要 

・オープニング 

千曲マンドリンアンサンブルの皆さんによる演奏 

・実践発表 

千曲市立屋代中学校  ２年 蓮見新之亮さん 

長野県屋代高等学校  ２年 吉池心子さん 

２年 新村紗矢さん 

・講演会 

演題：『いのちの感受性』 

講師：落合恵子さん（作家） 

・集会宣言 

更埴ＰＴＡ連合会長 瀧澤健太さんによる朗読 

・人権作品、犯罪被害者支援関連のパネルの展示 

・部落解放同盟千曲市協議会に提供いただいた啓発チラシの配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀人権を守る市民集会チラシ 
（表面） 
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「人権を守る市民集会」参加者の感想（抜粋） 

（実践発表） 

・真剣に差別・人権に向かい合っている姿が若々しさとともに印象的でした。 

・人権についてこんなに深く考えている事に驚きました。学ばせていただきました。 

・現代を生きる学生は、求められることも多く、沢山の個性の中で様々考えさせられながら

日々をすごしているんだと思いました。多様性を尊重しながらより良い世の中にしていっ

てほしいです。 

・夢を叶える場所である学校、誰もにとって明るく楽しく来たい場所になるといいなという

考え方が良かったです。 

（講演会） 

・自分に忠実に生きる事の大切さを知り、良い講演だった。 

・落合さんの語る言葉のひとつひとつ、話す内容に心が突き動かされました。いろいろなこ

とが頭の中でぐるぐる廻っています。 

・自分の感性をよくみがき、差別のない世界を自分の事として活動していきたい。 

・大事なこと大切なことを再認識できた講演だった。誰かのためでなく自分がそこにいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲第１７回人権を守る市民集会 
（戸倉創造館） 
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４ 企業における人権教育と啓発 

 

企業は、社会を構成する一員であり、地域の多くの人が関わって構成されています。その

ため、人権を尊重して社会に受け入れられる行動をとる責任が求められています。 

人権教育の推進体制を拡充するとともに、「セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラス

メント、マタニティ・ハラスメントなどがない明るく働きやすい職場づくり」を推進してい

くことが重要です。 

 

千曲市企業人権教育推進連絡会における活動 

市内の企業・事業所等で組織された「千曲市企業人権教育推進連絡会」では、人権問題

の解消を図り、明るい職場の実現を目的として、企業における人権教育を積極的に推進す

べく活動しています。 

毎年会員企業を対象として「人権教育研修会」を開催し、企業人権教育の推進について

情報交換を行い、連携を深めています。 

令和４年度は、６月に開催された連絡会総

会に併せ“「ビジネスと人権」で企業に求めら

れる対応とは”を演題として研修会を実施し

ました。 

 

 

 

 

 

 

企業における人権教育活動 

令和４年４月５日（火）に、連絡会会員企業の新入社員研修会として人権教育指導員に

よる人権研修会を実施しました。 

新社会人３名が人権問題をテーマにしたＤＶＤを視聴して講義を受け、SDGｓに関する

ボードゲームの実践などを通じて、現代社会におけるさまざまな人権問題を学びました。 

 

 

 

▲アピックヤマダ(株)様での 
新入社員研修会 

▲企業を対象とした人権教育研修会 
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第４章 人権ふれあいセンターにおける取り組み 

 

人権ふれあいセンターは、地域社会の福祉を増進し、住民の生活改善及び向上を図るために設

置された住民交流の拠点施設です。相談体制の充実を図りながら人権に関わる生活上の各種相談

事業や人権啓発事業等を通して、地域住民の福祉向上や人権感覚を磨くことにより、地域住民が

お互いに助け合い、一人ひとりが持つ多様性を理解しあい、お互いの人権を尊重しあう「共生の

心」が醸成されるよう努めています。 

 

人権に関わる相談業務 

生活、福祉、教育など人権に関するさまざまな相談に応じています。 

令和４年度は、生活相談４件の相談がありました。関係各部・課との連携を密にして相

談業務にあたりました。市民の皆さんの相談に対応できるよう、研修会に参加し、職員の

資質向上を図りました。 

 

広報・啓発事業 

人権尊重についての正しい理解、認識を深めるため、人権に関するセミナーやフェステ

ィバルの開催により、広報・啓発活動に取り組んでいます。 

 

ふれあいセミナーの開催 

令和４年度は新型コロナウイルス感染症が拡大する中、規模を縮小して全3回実施し、

延べ８９名の市民の方が参加しました。 

 

●第１回 令和４年５月２１日（土） ※男女共同参画セミナーと共同で開催 

【講  師】 川中島の保健室 白澤 章子さん 

【演  題】 「子どもにも人権がある 

～子どもの成長、性の成長からジェンダー平等を考える～」 

【参加者数】 ３４名 

 

●第２回 令和４年６月２０日（月） 

【講  師】 生活支援コーディネーター 佐々木 孝一さん 

千曲市社会福祉協議会地域福祉課係長 堀内 広正さん 

千曲市健康福祉部高齢福祉課高齢者係 藪本 希さん 

【演  題】 「住民主体の通いの場 ～千曲市生活支援体制整備事業～」 

【参加者数】 ３２名 

 

●第３回 令和４年１１月１８日（金） 

【講  師】 前長野県同和教育推進協議会長・前大鹿中学校長 

永池 隆さん 

【演  題】 「人権教育は楽しくてしょうがない!? 

～人権教育で大切にしたいこと～」 

【参加者数】 ２３名 
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▲第１回ふれあいセミナー 
（市役所） 

▲人権ふれあいフェスティバル 
（戸倉創造館） 

【ふれあいセミナー参加者の感想より（抜粋）】 

・生活支援体制が必要な人、地域について取り組みを知り、これからの活動を

区内で考えていきたいです。（6/20セミナー参加者） 

・高齢福祉に関心のある方が多く、熱心な意見を聞くことができました。

（6/20セミナー参加者） 

・差別は正しく理解していくことからなくなっていくように思います。事実や

状況をよく理解し自分は差別をしないとの強い心をもって行動していくこと

だと強く感じました。（11/18セミナー参加者） 

・「学ばないと知らない」学ぶことの大切さを改めて感じ、折に触れて学びの機

会を大切にしたいと思いました。（11/18セミナー参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権ふれあいフェスティバルの開催 

平成３０年度の開催以降、令和元年東日本台風による災害の発生、新型コロナウイル

ス感染症の拡大により中止となっていた人権ふれあいフェスティバルを、令和４年１０

月２２日（土）に４年ぶりに開催し、１１８名の市民が参加しました。 

日本語教室とサークル活動の紹介のほか、シンガーソングライターの清水 まなぶさん

を講師にお迎えして、「過去から学び未来へ受け継ぐ平和と希望」と題した講演とライブ

を行いました。 
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▲読み聞かせ活動 
（千曲市立屋代小学校） 

人権ふれあいセンター情報の発行 

人権ふれあいセンターの事業、サークル活動、人権に関する取り組みなどを掲載した

「センター情報」を年４回作成し、全戸への回覧を２回（６月・３月）、ホームページへ

の掲載を２回（８月・１２月）行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内小学校での読み聞かせ活動 

人権教育の種まきをすることをねらいとして、人権ふれあいセンター職員が市内小学

校の朝の読み聞かせに参加して、人権に関する絵本の読み聞かせを行いました。 

 

【令和４年度の実施状況】 

千曲市立屋代小学校 

（令和４年６月） 

千曲市立東小学校 

（令和４年１０月～１１月） 

千曲市立更級小学校 

（令和４年１１月） 

千曲市立戸倉小学校 

（令和５年２月～３月） 

 

 

▲人権ふれあいセンター情報（第４号） 
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つるし飾り等への取り組み 

「つるし飾りをつくろう会」を２回開催し、延べ２８名の市民が参加しました。 

平和な世界となるよう祈りを込めた「ひまわり」と、人と人とのつながりを円満にとの

願いを込めた「七宝まり」、飛躍向上の意味での「うさぎ」のつるし飾りを作成し、展示し

ました。 

 

つるし飾りをつくろう会 

 

令和４年７月１５日（金） 

参加者数１６名 

 

令和年１１月８日（火） 

参加者数１２名 

（人権ふれあいセンター） 

 

 

 

つるし飾りのクリスマスツリー展示 

 

令和４年１１月２２日（火） 

～１２月２６日（月） 

（市役所ガレリア）  

 

 

 

 

 

 

 

 

つるし飾り展示 

 

令和４年１１月２１日（月） 

～１２月２日（金） 

（屋代駅市民ギャラリー） 

 

令和５年３月８日（水） 

～３月２２日（水） 

（市役所ガレリア） 
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◀▼新しくなった人権 
ふれあいセンター 

文化・教養に関する事業 

人権啓発に関わる交流事業については、人権ふれあいセンターを中心拠点として実施

しています。これらの計画・立案にあたっては、同センター運営委員会を通じて市民の意

見を取り入れ、センター利用者と連携・協力し、多くの市民が参加しやすいように努めて

います。 

市内にある４４か所の人権教育集会所は、地域住民に対する社会教育の充実を図り、

社会福祉の向上と人権教育・啓発に資するために設置され、地域住民の交流の場として

活用されています。 

「戸倉人権はつらつセンター」では、月１回習字教室が開催され、地域住民の交流を深

めています。 

 

人権ふれあいセンターを改修しました 

昭和６３年に建設されて以来、市の人権施策の拠点として、また、市民交流の場とし

て活用されてきましたが、著しい建物の老朽化の改善や利用者の利便性の向上のため、

改修工事を実施しました。 

改修に併せてバリアフリートイレを新たに設置し、障がいのある人や高齢者の方など

誰もが利用しやすい、人権に配慮した多様性のある施設になりました。 
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講演会「ウクライナから考える平和のあり方」から考えさせられたこと 

 

 令和５年６月１６日（金）第１回ふれあいセミナーを開催しました。講師は、ワルシ

ャワ日本語学校教頭 坂本龍太朗さんでした。ポーランドにおいても支援疲れが見えて

きた中、「本当に支援が必要なのは、ウクライナにいる人たちなんです。」「言葉が分から

なければ、知らないで済むこともあります。」熱く語る一言一言が、心に響くものでし

た。1時間ほどの講演会でしたが、私は、この二つの言葉が、印象に残りました。数日

たって、振り返ってみると、坂本さんの話の中からは、目の前のウクライナの人々を「助

けたい。」という、強い思いが溢れているということでした。だから、「ロシアの人々に

対する憎しみ」といったものが、講演の中で見られないところに「人権」があるように

思いました。 

日本国憲法第１１条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法

が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来

の国民に与へられる」これは、世界中の人々にも同じことがいえるのではないでしょう

か。第二次世界大戦が終わって、７０年程なのに、その間、悲惨な戦争が世界中で起こ

っています。今は、ウクライナ情勢が毎日のように伝わってきます。「作戦が成功した」

とか「失敗した」とか「勝った」とか「負けた」ということではなく、家族を失ったり、

家を失ったりしている多くの人々の困難を思い、私たち、一人ひとりが今できることは、

目の前の困っている人に手を差し伸べることなのかと思う毎日です。 

 

(人権ふれあいセンター所長 蟹澤 友司） 
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第５章 人権擁護の推進 

 

市内には、１０名の方が人権擁護委員として法務大臣から委嘱され、人権に関わる各種相談や

人権に関する啓発活動などで、活躍されています。 

 令和４年度の人権擁護委員協議会千曲市部会の活動は下記のとおりです。 

 

第７４回人権週間 

法務省の人権擁護機関では、毎年１２月４日～１０日までの１週間は「人権週間」と定

められており、広く人権尊重思想の高揚を呼びかける啓発活動を行っています。 

 

人権擁護委員の日 

「人権擁護委員法」が制定された６月１日は「人権擁護委員の日」と定められており、

地域住民に人権への理解を深めてもらうための啓発活動などに取り組んでいます。 

 

人権啓発活動 

  幼いころからの人権感覚を磨くため、７月～翌年２月に市内の児童センター・児童館、

児童クラブ、保育園を訪問して、保育園では「にこにこ森の仲間たち」と「こねこのしろ

ちゃん」、児童センター等では「にこにこ森の仲間たち」と「たべられたやまんば」のそれ

ぞれ２本の紙芝居を通して人権啓発を実施しました。幼少のころより「人権」という言葉

に触れる良い機会になり、紙芝居を見て友だちとの関係を考える良いきっかけになりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民に寄り添う人権相談 

 毎月１回、公共施設において人権擁護委員による人権相談を実施しています。 

令和４年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じながら、年間で１２回実

施しました。 

 

 

▲人権擁護委員による紙芝居 
（戸倉保育園） 
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初めての体験にドキドキ！ 

          

 保育園の園児に紙芝居を読み聞かせる…！ 

 実は区長会の行事も後半になった頃、東部区長会から次年度森東区から人権擁護委員

を選出してくれとの依頼がありました。これは輪番制により決まっている事と聞かされ

ました。 

 それでも頭の中に数人の顔が浮かびその方にお願いすればと短絡に考えましたが、い

ざ頼みに行くとあっさり断られました。しかし選出期限が迫ってきていることから途方

にくれ次にまた次の人に強引な作戦によりお願いに行きましたが簡単にお断りされてし

まいました。 

 既に他の各新役員等は決定した後だけに持ち駒がなくなってしまいました。そこで考

えました。自分は４月で区長の任期も終わるし、自分でも出来るかなと安易な考えが浮

かびました。市の人権の係に内容を聞きに行き、やっと決心しました。履歴書等書類関

係を送りますと市議会での承認を得て、更に法務大臣より任命と聞かされ不安が高まり

ました。法務局での会議室にて各地区選出の役員が集まったとき仕事の内容をお聞きし

ますと、人権相談は勿論、地区の保育園、児童館での紙芝居をやると聞かされ驚きまし

た。まったく予定外の仕事に戸惑いました。紙芝居はこどもの頃おじさんが水あめと煎

餅を売り、買った人は前の方で見て買わない人は後ろで見ていました。そんな思い出の

紙芝居を自分が、しかも保育園の園児の前で演じると想像しただけで逃げたい気分でし

た。 

 しかし順番が振り分けられその日が来ました。最初は五加保育園、その日は朝から大

雨で不安に追い打ちをかけられる朝でした。それでも覚悟を決め他の役員さんと合流、

ここで頑張らなきゃと静かに気合いを入れ体育室での準備をしている頃にはドキドキも

期待に変わり、大勢の園児、大勢の先生の前で慣れない紙芝居を終える事が出来ました。

読み聞かせ中に園児の表情さえ伺う事すら出来なく申し訳なく思っています。今度来る

時はもっと上手になるからと心に誓い保育園を後にしました。ドキドキも収まり解放感

でいっぱいでした。しかし、外に出てみると雨が降り続いていました。 

 

（人権擁護委員 北澤 信隆） 
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第６章 相談体制の充実 

 

差別や人権侵害を未然に防止することが最も重要ですが、起きてしまった差別事象については、

事実を真摯に受け止め、市民に信頼され、活用してもらえる人権相談窓口の周知や人権擁護体制

の確立をはかることが大切です。 

 市では、人権ふれあいセンターを中心として相談内容について適切な対応ができるよう、職員

の資質向上をはかるとともに、関係部課、長野地方法務局や長野県人権啓発センターなど国・県

の専門相談機関または人権擁護委員等との連携を密にしながら、適切な対応に努めています。 

 

 

 

 

１００％の女性、１００％の男性はいないということ 

 

先日、白澤章子さんの『自分らしく生きる』という講演を聞きました。 

自分としては、性の多様性について、偏見は持たないようにしようと言う思いはありま

したが〈性〉について全くと言ってよいほど無知だったと自覚しました。 

受精時、染色体によって女性、男性になるとばかり思っていた私、それは、遺伝的女性、

遺伝的男性であって、そのまま女性、男性になるわけではない。 

胎齢４～５週で性の分化が身体から始まる。 

８週頃はどちらの性にも分化できる能力をもっている。 

９０日前後に、脳は分泌された男性ホルモンの作用で男性型に分化、男性ホルモンがな

い脳は女性型に分化する。この時に、身体の分化は男性でも男性ホルモンの量が少ないと

女性の性行動になる。当然、逆もある。 

身体の分化も脳の分化も基本は女性型である。 

身体が女性男性の特徴を示してから、脳は脳でわずかなホルモンの違いで女性男性と分

化しているとのお話に「えっ、体と脳って別々なの？順番までわかっているの？」無知だ

った自分にドキッとすると同時に、知識を得ることの必要性を実感しました。 

生命誕生の神秘を、無知による偏見で差別なんかにつなげないよう、一人ひとりが、自

分自身を愛して認めて安心して暮らせるよう、これからも学んでいきたいと思います。 

 

（人権擁護委員 赤沼 香代子） 
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巻末資料 

 

人権教育・啓発推進に関する数値の推移（千曲市事務報告書より） 

 

※１ 令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止または 

縮小して開催しています。 

※２ ガーデニング教室は令和３年度末をもって閉講しました。 

指  標 元年度 ２年度※１ ３年度※１ ４年度 

人権ふれあいセンター相談事業相談件数 11件 ８件 ４件 ４件 

人権ふれあいセンター啓発資料貸出数 42件 ９件 10件 28件 

啓発事業ふれあいセミナー参加者数 169人 44 人 106人 89人 

啓発事業ふれあいフェスティバル参加者数 台風災害に 

より中止 
中止 中止 118人 

人権ふれあいセンター 会議室利用回数 397回 346 回 280回 302回 

人権ふれあいセンター 利用者数 5,013 人 3,534 人 3,151 人 3,148 人 

市内小学校副読本「あけぼの」配布数 1,476 冊 1,463 冊 1,500 冊 1,445 冊 

市内中学校副読本「あけぼの」配布数 533冊 545 冊 546冊 482冊 

差別の解消をめざすことをテーマとした作文
（小学校６年生・中学生対象）の応募数 

57点 45 点 47点 49点 

差別の解消をめざすことをテーマとしたポスタ
ー（小学校５・６年生・中学生対象）の応募数 

90点 71 点 88点 64点 

差別の解消をめざすことをテーマとした標語
（小学校４・５・６6年生対象）の応募数 

27点 27 点 28点 26点 

学校教職員人権教育研修会参加者数 54人 中止 33人 32人 

人権教育指導者養成講座参加者数 413人 21 人 23人 19人 

人権教育指導員の設置人数 ３人 ３人 ３人 ３人 

人権教育推進員の設置人数 71人 71 人 71人 71人 

地区人権教育研修会実施回数 75回 23 回 36回 49回 

地区人権教育研修会参加者数 2,507 人 393 人 679人 964人 

高齢者・企業対象人権教育研修会実施回数 ２回 １回 １回 １回 

高齢者・企業対象人権教育研修会参加者数 24人 ４人 10人 9人 

地域住民の参加交流促進事業（習字教室）開催数 10回 ９回 ８回 12回 

地域住民の参加交流促進事業（ガーデニング教室）開催数 11回 ９回 10回 ※２  

地域住民の参加交流促進事業（日本語教室）開催数 24回 24 回 20回 24回 

人権を守る市民集会参加者数 350人 中止 中止 152人 
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－第３次人権とくらしに関する総合計画に基づく令和４年度の取り組み－ 

（令和４年度 年次報告書） 

 

発行年月 令和５年９月 

発  行 千曲市 

編  集 健康福祉部 人権・男女共同参画課 

〒３８７－８５１１ 長野県千曲市杭瀬下二丁目１番地 

TEL ０２６（２７３）１１１１ 

FAX ０２６（２７３）１９２４ 

E-mail：jinken@city.chikuma.lg.jp 



 

◀▼人権作品カレンダー 

（令和 4 年度 人権作品集「かがやき」より） 

 

 


